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（5）我が国における核燃料物質保有量一覧表

① 原子炉等規制法上の規制区分別内訳
核燃料物質の区分

注１) 天然ウラン
（t）

劣化ウラン
（t）

濃縮ウラン

U  （t） U-235（t）
トリウム

（t）
プルトニウム

（kg）法律上の
規制区分

製　　　錬

加　　　工

原　子　炉

再　処　理

使用注２)

合計注３)

- 

997 

391 

2 

83 

1,474 

- 

9,237 

1,840 

199 

231 

11,506 

- 

1,375 

13,360 

1,234 

29 

15,998 

- 

53 

288 

12 

1 

354 

- 

0 

0 

0 

2 

2 

- 

- 

93,334 

7,870 

3,415 

104,619 

（2002年12月31日現在）

（2002年12月31日現在）② 国籍区分別内訳
核燃料物質の区分

注１) 天然ウラン
（t）

劣化ウラン
（t）

濃縮ウラン

U  （t） U-235（t）
トリウム

（t）
プルトニウム

（kg）国籍の区分
注2)

ア　メ　リ　カ

イ　ギ　リ　ス

フ　ラ　ン　ス

カ　ナ　ダ

オーストラリア

中　　　国

Ｉ　Ａ　Ｅ　Ａ

そ　の　他

126 

28 

543 

459 

185 

92 

0 

256 

2,345 

378 

4,949 

3,516 

681 

129 

2 

1,950 

11,480 

1,550 

4,639 

4,410 

2,559 

74 

0 

403 

242 

22 

94 

86 

52 

3 

0 

14 

1 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

1 

78,663 

15,430 

33,100 

35,272 

17,902 

54 

1 

794 

注１） 核燃料物質の区分は、原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規

定に基づいており、物理的・化学的状態によらず合計量を記載している。

注２） 法律上の規制区分のうち「使用」には、製錬、加工、原子炉及び再処理以外の許可を受けた使用者が保有する

核燃料物質の合計量を記載している。（核燃料サイクル開発機構のプルトニウム燃料製造施設、製錬転換施設等

における核燃料物質保有量など）

注３）四捨五入の関係により、合計が一致しない場合がある。

注１） 核燃料物質の区分は、原子力基本法及び核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の規

定に基づいており、物理的・化学的状態によらず合計量を記載している。

注２） 二国間原子力協力協定の対象となる量を計上した。なお、複数国籍のものは、それぞれの国籍区分に重複して

計上している。


